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定初期にかかる加算が令和７年度では算定期間が終

了すること等から、前年比で１,５０２万円を減額し

ています。 

 一方、支出のうち人件費支出では令和７年４月に職

員３名を新規採用したことと在職者の定期昇給の影

響等から９５０万円の増額を、事業費支出では食材費

等の高騰や水道光熱費の値上げ、福島区障がい者基幹

相談支援センターが福島育成園外に移転することに

よる初期費用等で増額をしていますが、事務費支出で

は令和６年度に採用ホームページの構築にかかる初

期費用があったことから２３１万円の減額をしてい

ます。 

 最終的には当期資金収支差額合計として２万５千

円を計上しています。この分は公益事業の育成会会員

事業の収支差額となります。社会福祉事業では７８０

万円が資金不足となり、人件費積立資産を一部取り崩

す予定です。今後も引き続き経営改善に向け、効率的

な法人運営を検討していきます。 

 

 

 

 

就労選択支援事業って何でしょう？ 

障がいのある方の就労そのものを支援するのでは

なく、その前段階として、どんな所で働くのがその人

にとっての幸せなのか？という選択を支援するもの

です。 

具体的には、就労継続支援事業所等や一般就労を進

路として考えている方、あるいはすでにそれらの事業

所で就労されている方に、一定期間（概ね１か月程度）

実習してもらい、詳細なアセスメントを受けてもらい

ます。さらにその方を支援されている機関の人に集ま

ってもらい、より良い選択肢となるような話し合いを

したり、ご本人の意向を聞き取ったりして、進路先を

決めていただくような流れになります。 

現状でも、就労継続支援Ｂ型事業所に通う前に、就

労移行支援事業所によるアセスメントを受けてもら

っています。同じくＡ型事業所でもその事業所がアセ

スメントを行ったうえで、正式な利用となります。本

来であれば、どちらの場合もアセスメントを実施し、

本人の適性や希望に応じた進路先が選択できている

はずなのですが、現実的には同一の法人による、いわ

ゆる“囲い込み”問題が発生しています。事業者側と

しては、仮に利用者の就労ニーズや能力等に変化があ

ったとしても、なかなか手放さないのが通常だと思い

ます。事業者が絶えず利用者と対話を行い、合理的配

慮による対応をしてくれれば問題も少ないとは思い

ますが、「今の職場が自分に合わない」と意見を表明

できる利用者も少ないように感じます。 

以前、オランダの障がい者雇用をしている自転車組

立工場の話を聞いたことがあるのですが、ひとりの人

が同じ組立作業を永続的に繰り返し行うのではなく、

一定期間が経てば次の工程に移っていくようなシス

テムをとっておられました。ハンドル→ペダル→リム

→チェーン→スポークなど様々な部位の組立を覚え

ることで、いずれひとりで自転車すべてが組み立てら

れるようになるそうです。このようなシステムをとっ

ている理由は本人のやりがいの醸成とともに、その会

社が仮に倒産したとしても、またどこかの自転車工場

で雇用してもらえる可能性が高まるからということ

でした。 

事業者の利益が最優先ではなく、あくまで本人のラ

イフプランを重視した考えこそ、就労選択支援事業の

根幹だと思います。 

 

 

 

≪６月 支部連絡会について≫ 

・日 時：６月１９日（木）１３：００～ 

・場 所：社会福祉センター 第３・第４会議室 

≪７月 支部連絡会について≫ 

・日 時：７月１７日（木）１３：００～ 

・場 所：社会福祉センター 第 1会議室 

 

活動日 内容 

4/21 
令和７年度「仲間づくりの教室」 
開講式 
（阿倍野市民学習センター） 

5/4 
大阪市障がい者スポーツ大会 
ボウリング（マグスミノエ） 

5/8 

大阪市障がい者施策推進協議会  
障がい者計画策定・推進部会  
第１回ワーキング会議 
（大阪市役所） 

5/10 
大阪市障がい者スポーツ大会 
総合開会式・フライングディスク 
（ヤンマーフィールド長居） 

5/11 
仲間づくりの教室 
（阿倍野市民学習センター） 

就労選択支援事業が１０月からはじまります！！ 

副理事長兼事業統括 上宮 俊一 

活動報告（４月１６日から５月１５日まで） 

大阪市育成会会員だより 


